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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第34期中 第35期中 第36期中 第34期 第35期

会計期間

自　2023年
　　４月１日
至　2023年
　　９月30日

自　2024年
　　４月１日
至　2024年
　　９月30日

自　2025年
　　４月１日
至　2025年
　　９月30日

自　2023年
　　４月１日
至　2024年
　　３月31日

自　2024年
　　４月１日
至　2025年
　　３月31日

営業収益 (千円) 22,398,003 23,784,805 25,006,890 45,235,338 47,941,969

経常利益 (千円) 3,916,829 4,599,363 5,149,638 6,283,855 7,195,749

中間(当期)純利益 (千円) 3,305,620 3,922,699 5,833,399 6,069,456 5,994,084

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 185,016,300 185,016,300 185,016,300 185,016,300 185,016,300

発行済株式総数 (株) 3,700,326 3,700,326 3,700,326 3,700,326 3,700,326

純資産額 (千円) 189,865,123 196,551,658 204,456,442 192,628,959 198,623,043

総資産額 (千円) 705,440,333 656,926,059 634,696,346 672,962,768 646,172,498

１株当たり純資産額 (円) 51,310.37 53,117.38 55,253.62 52,057.29 53,677.17

１株当たり中間(当期)
純利益

(円) 893.33 1,060.09 1,576.45 1,640.24 1,619.88

潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)　
純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 26.91 29.92 32.2 28.62 30.74

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 11,328,572 10,583,173 11,258,307 22,898,860 21,535,638

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 15,269,306 12,102,987 △2,241,382 35,864,546 15,340,349

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △20,710,410 △17,990,682 △14,407,982 △59,179,299 △34,826,954

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 21,644,051 20,036,170 11,998,666 15,340,691 17,389,724

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
762 779 798 754 776
(5) (4) (10) (4) (8)

 

（注）１．当社は、中間連結財務諸表を作成していませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移

 については、記載していません。

 ２．当社は重要な関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益の金額は、記載していません。

 ３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載していません。

 ４．従業員数は、就業人員を表示しています。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 
３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の従業員の状況

 2025年９月30日現在

従業員数(名) 798 (10)
 

(注) １．従業員数は、就業人員です。なお、従業員のうち９名は、鉄道会社、自治体等からの出向者です。

２．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(派遣を含む。)の当中間会計期間における平均雇用人員(１日８時間換

算)です。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものです。

(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間会計期間において「安心と信頼の鉄道輸送の堅持と沿線価値共創のための基盤づくり～沿線とともに成長

し、世代を超えて愛されるTXへ～」をテーマとする「中期経営計画（2025～2029年度）」を公表いたしました。

本計画の基本方針は、「リスク管理と予防保全により、安心と信頼の鉄道輸送を提供します」、「豊かな暮らし

を支えるサービスの提供に努めます」、「沿線地域をつなぐ鉄道として、地域と共に沿線価値のさらなる向上に取

り組みます」、「持続的な事業運営のため経営基盤の強化を図ります」の４つとし、各基本方針に基づく取組みを

進めてまいります。

また、「TX共創フロンティア ～人・街・知をつなぎ、世代を超えて愛され、進化を続ける鉄道～」をスローガン

とする「長期ビジョン 2050」を策定いたしました。

「長期ビジョン 2050」は、「中期経営計画（2025～2029年度）」、「2025年度事業計画」の上位に位置づけられ

るものです。

「中期経営計画（2025～2029年度）」及び「長期ビジョン 2050」の詳細については、当社企業情報サイトの「経

営計画/中期経営計画（2025～2029年度）」「経営計画/長期ビジョン 2050」

　（http://www.mir.co.jp/company/plan.html）をご覧ください。

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありませ

ん。

また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

２ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリス

クの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 
３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものです。

(1) 経営成績等の状況の概要

当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）

の状況の概要は次のとおりです。

① 財政状態及び経営成績の状況

当中間会計期間における当社の業績は、リモートワークなど働き方や生活スタイルの変化が定着した一方で、

沿線の人口増加が緩やかに継続したことから輸送需要が増加しました。

このような状況下、当社は、「リスク管理と予防保全による安心と信頼の鉄道輸送の提供」・「豊かな暮らし

を支えるサービスの提供」・「地域との沿線価値の共創」・「経営基盤の強化」を基本方針とする「2025年度事

業計画」に基づいて、様々な取り組みを進めてまいりました。

これらの推進等により、2025年度上期の輸送人員は76,574千人〔前年同期比4.9％増、内訳は定期47,715千人

(同4.5％増)、定期外28,859千人(同5.6％増)〕となりました。一日当たりの輸送人員で見ると約423千人となり、

前年同期の実績である一日当たり約403千人から約20千人の増加となりました。

営業収益は25,006百万円と前年同期と比べ1,222百万円(同5.1％増)の増収となりました。うち、定期運賃は

11,247百万円と前年同期と比べ446百万円(同4.1％増)、定期外運賃は12,671百万円と前年同期と比べ620百万円

(同5.1％増)、運輸雑収は1,088百万円と前年同期と比べ154百万円(同16.6％増)それぞれ増収となりました。

一方、営業費は、開業時に取得した車両が償却完了となったことなどから減価償却費が減少したものの、線路

修繕などに係る修繕費が2,687百万円と前年同期と比べ135百万円(同5.3％増)増加したことなどにより18,655百万

円(同4.1％増)となりました。

この結果、営業利益は6,351百万円(同8.2％増)となりました。営業外収益は114百万円、営業外費用は1,316百

万円、経常利益は5,149百万円(同11.9％増)となりました。
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以上により、法人税、住民税及び事業税881百万円、法人税等調整額△1,565百万円を差引後の中間純利益は

5,833百万円(同48.7％増)となりました。

 

 単位
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

前年同期比
(％)

営業日数 日 183 183 100.0

営業キロ km 58.3 58.3 100.0

客車走行キロ 千km 23,327 23,481 100.7

輸送人数

定期 千人 45,671 47,715 104.5

定期外 千人 27,340 28,859 105.6

合計 千人 73,011 76,574 104.9

旅客輸送収入

定期 百万円 10,800 11,247 104.1

定期外 百万円 12,051 12,671 105.1

小計 百万円 22,851 23,918 104.6

運輸雑収 百万円 933 1,088 116.6

営業収益合計 百万円 23,784 25,006 105.1

乗車効率 ％ 42.5 44.1 　―
 

 
(注) 乗車効率の算出方法

乗車効率＝
輸送人員×平均乗車キロ

×100
客車走行キロ×平均定員

 

 

財政状態については、資産合計634,696百万円(前事業年度末比11,476百万円減)、負債合計430,239百万円(同

17,309百万円減)、純資産合計204,456百万円(同5,833百万円増)となりました。

資産の減少は、主として鉄道施設固定資産が減価償却の進行により減少したこと及び無利子貸付金が鉄道・運

輸機構からの返済により減少したことによるものであり、負債の減少は、主として鉄道・運輸機構への鉄道施設

譲渡代金未払金を返済したこと及び無利子借入金を関係自治体へ返済したことによるものです。純資産の増加

は、当中間会計期間の純利益の計上によるものです。

なお、固定負債の大半を占める長期未払金387,355百万円は、長期割賦により譲り受けた鉄道・運輸機構への長

期未払金ですが、その返済条件は、元利金等半年賦支払の方法による５年据置、35年償還であり、当面の財政状

態は問題ないと考えています。

② キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5,391百万円減

少し、11,998百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において営業活動による資金の増加は、税引前中間純利益を計上したことなどにより、11,258

百万円(前年同期比675百万円増)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において投資活動による資金の減少は2,241百万円(同14,344百万円減)となりました。これは収

入面で鉄道・運輸機構等からの貸付金回収4,702百万円、投資有価証券の償還6,702百万円があったものの、支出

面で有形固定資産取得による支出1,472百万円、投資有価証券の取得による支出12,009百万円があったことによる

ものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において財務活動による資金の減少は14,407百万円(前年同期に比べ3,582百万円支出が減少)と

なりました。これは関係自治体からの長期借入金の返済による支出4,702百万円と、鉄道施設の割賦返済に係る未
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払金の返済による支出9,705百万円によるものです。

③ 生産、受注及び販売の状況

当社の事業内容は、役務の提供を主たる事業としており、生産、受注及び販売の状況について、金額あるいは数

量で示すことはしていません。そのため、「生産、受注及び販売の状況」は「(1)経営成績等の状況の概要　①財政

状態及び経営成績の状況」の項において記載しています。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものです。

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

② 当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当中間会計期間の経営成績等は、「(1)経営成績等の状況の概要　①財政状態及び経営成績の状況」の項に記載の

とおりです。

③ 資本の財源及び資金の流動性

当社は運送費、一般管理費等の営業費用の支払いや設備投資を実施しながら、主に鉄道・運輸機構への長期未払

金の返済に資金を費やしており、資本の財源については、営業キャッシュ・フロー、有価証券の満期償還金など自

己資金により調達しています。

資金の流動性については、運輸収入による日々の収入金があることから、短期的に必要な流動性資金を確保して

います。

 
４ 【重要な契約等】

当中間会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

首都圏新都市鉄道株式会社(E04151)

半期報告書

 6/30



第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除去等について、重要な変更はありません。

また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除去等の計画はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,800,000

後配株式 48,000

計 3,848,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年12月19日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,656,240 3,656,240 非上場
完全議決権株式
(注)１.２.４

後配株式 44,086 44,086 非上場
完全議決権株式
(注)１.２.３.４

計 3,700,326 3,700,326 ― ―
 

(注) １. 単元株制度を採用していません。

　　 ２. 株式の譲渡制限に関する規定は、次のとおりです。

        本会社の株式を譲渡又は取得するときは、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければならない。

    ３. 後配株式の内容は次のとおりです。

(1) 後配株式に対しては、普通株式に対する利益配当が１株につき年5,000円未満の場合は利益配当はしない。

(2) 普通株式に対して１株につき年5,000円以上の利益配当をする場合は、後配株式１株につき5,000円を限度と

して利益配当をする。

(3) 後配株式は、その株式に対する利益配当開始後10営業年度を経過したときをもって後配株式１株につき普通

株式１株となる。

４. 種類株主総会の決議

 定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしていません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年９月30日 ― 3,700,326 ― 185,016,300 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

   2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

茨城県 茨城県水戸市笠原町978番６ 667,906 18.05

東京都 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 653,200 17.65

千葉県 千葉県千葉市中央区市場町１番１号 261,280 7.06

足立区 東京都足立区中央本町一丁目17番１号 261,280 7.06

つくば市 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 247,115 6.68

埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番１号 217,735 5.88

台東区 東京都台東区東上野四丁目５番６号 195,960 5.30

柏市 千葉県柏市柏五丁目10番１号 195,960 5.30

流山市 千葉県流山市平和台一丁目１番地の１ 195,960 5.30

千代田区 東京都千代田区九段南一丁目２番１号 97,980 2.65

荒川区 東京都荒川区荒川二丁目２番３号 97,980 2.65

八潮市 埼玉県八潮市中央一丁目２番地１ 59,876 1.62

守谷市 茨城県守谷市大柏950番地の１ 54,433 1.47

つくばみらい市 茨城県つくばみらい市福田195 54,432 1.47

三郷市 埼玉県三郷市花和田648番地１ 48,989 1.32

計 ― 3,310,086 89.45
 

(注) １．茨城県の所有株式数は、普通株式653,202株、後配株式14,704株を合計表示しています。

２．つくば市の所有株式数は、普通株式217,733株、後配株式29,382株を合計表示しています。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式 3,656,240 3,656,240
完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式

後配株式 　 44,086 44,086
完全議決権株式であるが、利益配当
が普通株式に比べ劣後する株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 3,700,326 ― ―

総株主の議決権 ― 3,700,326 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)及び「鉄道事業会計規則」(昭和62年運輸省令第７号)に基づいて作成しています。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 
２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けています。

 
３ 中間連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第191条第２項により、当社

では子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、

中間連結財務諸表は作成していません。

　 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりです。

　 ①　資産基準      　 　  0.0％

　 ②　売上高基準    　     0.0％

　 ③　利益基準              0.0％

  ④　利益剰余金基準        0.0％

　 ※会社間項目の消去後の数値により算出しています。

 

 
１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 17,389,724 11,998,666

  未収運賃 4,059,610 4,064,949

  未収金 214,145 103,525

  未収収益 34,460 68,366

  短期貸付金 7,189,660 4,164,860

  有価証券 17,025,055 18,405,476

  貯蔵品 1,513,698 1,587,828

  その他の流動資産 110,946 93,859

  流動資産合計 47,537,300 40,487,532

 固定資産   

  鉄道事業固定資産   

   有形固定資産 ※1  852,205,444 ※1  852,726,164

    減価償却累計額 △327,602,276 △334,338,344

    有形固定資産（純額） 524,603,167 518,387,820

   無形固定資産 30,956,008 30,720,853

   鉄道事業固定資産合計 555,559,175 549,108,673

  建設仮勘定 3,583,759 3,829,739

  投資その他の資産   

   投資有価証券 35,018,608 36,919,574

   関係会社株式 10,000 10,000

   長期貸付金 3,263,340 1,585,860

   繰延税金資産 1,026,459 2,591,845

   その他の投資等 173,853 163,121

   投資その他の資産合計 39,492,262 41,270,402

  固定資産合計 598,635,197 594,208,814

 資産合計 646,172,498 634,696,346
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 7,189,660 4,164,860

  未払金 25,621,490 21,549,466

  未払費用 176,719 411,083

  未払法人税等 820,978 1,153,896

  未払消費税等 ※2  687,599 ※2  683,871

  預り連絡運賃 13,409 10,861

  預り金 1,761,722 1,578,883

  前受運賃 4,019,524 4,406,490

  賞与引当金 499,689 510,554

  その他の流動負債 40,222 89,903

  流動負債合計 40,831,016 34,559,872

 固定負債   

  長期借入金 3,263,340 1,585,860

  長期未払金 396,874,182 387,355,156

  退職給付引当金 5,094,375 5,242,230

  役員退職慰労引当金 22,796 32,535

  その他の固定負債 1,463,743 1,464,248

  固定負債合計 406,718,438 395,680,030

 負債合計 447,549,455 430,239,903

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 185,016,300 185,016,300

  利益剰余金   

   繰越利益剰余金 13,606,743 19,440,142

   利益剰余金合計 13,606,743 19,440,142

  株主資本合計 198,623,043 204,456,442

 純資産合計 198,623,043 204,456,442

負債純資産合計 646,172,498 634,696,346
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② 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

鉄道事業営業利益   

 営業収益 23,784,805 25,006,890

 営業費 17,916,354 18,655,019

 鉄道事業営業利益 5,868,450 6,351,870

営業外収益 ※1  14,599 ※1  114,714

営業外費用 ※2  1,283,686 ※2  1,316,946

経常利益 4,599,363 5,149,638

税引前中間純利益 4,599,363 5,149,638

法人税、住民税及び事業税 821,591 881,625

法人税等調整額 △144,926 △1,565,385

法人税等合計 676,664 △683,760

中間純利益 3,922,699 5,833,399
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 185,016,300 7,612,659 7,612,659 192,628,959 192,628,959

当中間期変動額      

中間純利益  3,922,699 3,922,699 3,922,699 3,922,699

当中間期変動額合計 ― 3,922,699 3,922,699 3,922,699 3,922,699

当中間期末残高 185,016,300 11,535,358 11,535,358 196,551,658 196,551,658
 

 

 当中間会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 185,016,300 13,606,743 13,606,743 198,623,043 198,623,043

当中間期変動額      

中間純利益  5,833,399 5,833,399 5,833,399 5,833,399

当中間期変動額合計 ― 5,833,399 5,833,399 5,833,399 5,833,399

当中間期末残高 185,016,300 19,440,142 19,440,142 204,456,442 204,456,442
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益 4,599,363 5,149,638

 減価償却費 7,787,139 7,646,016

 賞与引当金の増減額（△は減少） 12,884 10,864

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,515 9,738

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 184,157 147,855

 受取利息及び受取配当金 △13,760 △107,568

 支払利息 1,249,774 1,285,316

 有形固定資産除却損 2,240 7,047

 営業債権の増減額（△は増加） △37,794 △5,338

 未収入金の増減額（△は増加） 43,631 56,087

 貯蔵品の増減額（△は増加） △91,481 △74,066

 長期前払費用の増減額（△は増加） △42,461 9,568

 未払金の増減額（△は減少） △1,916,993 △1,701,500

 未払消費税等の増減額（△は減少） △80,042 △3,727

 未払費用の増減額（△は減少） 496,010 234,364

 未払法人税等の増減額（△は減少） 5,921 14,268

 営業債務の増減額（△は減少） △3,945 △2,548

 預り金の増減額（△は減少） △161,370 △182,839

 前受金の増減額（△は減少） 376,037 386,966

 その他 81,776 121,346

 小計 12,460,573 13,001,489

 利息の受取額 75,838 109,620

 利息の支払額 △1,235,566 △1,285,088

 法人税等の支払額 △717,672 △567,714

 営業活動によるキャッシュ・フロー 10,583,173 11,258,307

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △1,304,161 △1,472,373

 無形固定資産の取得による支出 △152,333 △164,088

 投資有価証券の取得による支出 △3,501,365 △12,009,200

 投資有価証券の償還による収入 8,800,000 6,702,000

 貸付金の回収による収入 8,260,430 4,702,280

 差入保証金の回収による収入 418 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー 12,102,987 △2,241,382

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △8,297,930 △4,702,280

 長期未払金の返済による支出 △9,692,752 △9,705,702

 財務活動によるキャッシュ・フロー △17,990,682 △14,407,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,695,478 △5,391,057

現金及び現金同等物の期首残高 15,340,691 17,389,724

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1  20,036,170 ※1  11,998,666
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっています。

　　②子会社株式

移動平均法による原価法によっています。

(2) 棚卸資産

貯蔵品

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっています。

 

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっています。

なお、鉄道事業固定資産の構築物のうち取替資産については、取替法を採用しています。また、耐用年数及び残

存価額においては法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

(2) 無形固定資産

定額法によっています。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってい

ます。

 

３ 工事負担金等の圧縮記帳処理

鉄道建設工事を行うにあたり、自治体等より工事費の一部として工事負担金等を受けています。これらの工事負担

金等は、工事完成時に当該負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しています。

 

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるために、貸倒実績率による他、個別の回収不能見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しています。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額を計上しています。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっています。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しています。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分

した額を費用処理しています。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく中間期末要支給額を計上しています。
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５　収益及び費用の計上基準

　当社は主に鉄道による旅客運輸サービスを提供しております。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（定期運賃）

　　定期運賃に関する旅客運輸収入は、定期券の有効期間にわたり履行義務が充足されるものと判断し、定期　

　　券の利用開始日からの有効残存期間に応じて期間按分により収益を認識しております。

（定期外運賃）

　　定期外運賃に関する旅客運輸収入は、顧客の利用時に履行義務を充足したと判断し、自社の利用区間に帰

　　属する収益を認識しております。他社発売分に含まれる自社区間分は、他社より通知を受け、収益を認識

　　しております。

　　ＩＣカード乗車券及びタッチ決済対応のカードは、自動改札機を通過して出場した時点で利用区間に応じ

　　た収益を認識しております。

 
６ 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっています。

 
(中間貸借対照表関係)

※１ 圧縮記帳

      工事負担金等の受入により、固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳累計額

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

鉄道事業固定資産 2,829,834千円 2,829,834千円
 

 
※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しています。

 

(中間損益計算書関係)

※１ 営業外収益の主要項目

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

受取利息 0千円 29,883千円

有価証券利息 13,759千円 77,685千円
 

 

※２ 営業外費用の主要項目

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

支払利息 1,249,774千円 1,285,316千円
 

 

 ３ 減価償却実施額

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

有形固定資産 7,037,690千円 6,877,452千円

無形固定資産 749,448千円 768,563千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 3,656,240 ― ― 3,656,240

後配株式(株) 44,086 ― ― 44,086

合計(株) 3,700,326 ― ― 3,700,326
 

 

２ 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 3,656,240 ― ― 3,656,240

後配株式(株) 44,086 ― ― 44,086

合計(株) 3,700,326 ― ― 3,700,326
 

 

２ 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

現金及び預金勘定 20,036,170千円 　　11,998,666千円

現金及び現金同等物 20,036,170千円 　　11,998,666千円
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(リース取引関係)

１ オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(貸主側)

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

１年内 342,732千円 405,064千円

１年超 1,099,151千円 1,049,978千円

合計 1,441,883千円 1,455,042千円
 

 

(借主側)

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

１年内 464,199千円  464,199千円

１年超 1,144,151千円 912,792千円

合計 1,608,350千円 1,376,991千円
 

 
 

(金融商品関係)

１　金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、

市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（(注)を参照ください）。また、「現金及び預金」、「未

収運賃及び未収金」、「預り連絡運賃及び預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時

価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 
前事業年度(2025年３月31日)  (単位：千円)

 
貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券 52,043,663 51,642,159 △401,504

(2) 短期貸付金 7,189,660 7,165,176 △24,483

(3) 長期貸付金 3,263,340 3,196,848 △66,491

資産計 62,496,663 62,004,185 △492,478

(1) 短期借入金 7,189,660 7,164,291 △25,368

(2) 未払金（※1） 25,621,490 25,621,490 －

(3) 長期借入金 3,263,340 3,196,333 △67,006

(4) 長期未払金 396,874,182 396,874,182 －

負債計 432,948,672 432,856,297 △92,374
 

（※1）未払金には長期未払金の１年以内返済額19,444,408千円が含まれています。
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当中間会計期間(2025年９月30日)  (単位：千円)

 
中間貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券 55,325,050 55,013,970 △311,080

(2) 短期貸付金 4,164,860 4,146,648 △18,211

(3) 長期貸付金 1,585,860 1,549,456 △36,403

資産計 61,075,770 60,710,075 △365,695

(1) 短期借入金 4,164,860 4,146,058 △18,801

(2) 未払金（※1） 21,549,466 21,549,466 ―

(3) 長期借入金 1,585,860 1,549,178 △36,681

(4) 長期未払金 387,355,156 387,355,156 ―

負債計 414,655,342 414,599,859 △55,483
 

（※1）未払金には長期未払金の１年以内返済額19,257,732千円が含まれています。

 
（注）市場価格のない株式等は「（１）有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中

間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）は以下のとおりであります。

  （単位：千円）

区分
前事業年度

（2025年３月31日）
当中間会計期間
（2025年９月30日）

非上場株式
（関係会社株式）

10,000 10,000
 

 
２　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

　　　　　　　　　時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

　　　　　　　　　算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合は、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
（1）時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品

当社では、時価で中間貸借対照表に計上している金融商品はないため、記載を省略しております。
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（2）時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2025年３月31日) 　(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

満期保有目的の債券     

国債・政府保証債・地方債及
び社債

― 51,642,159 ― 51,642,159

短期貸付金 ― 7,165,176 ― 7,165,176

長期貸付金 ― 3,196,848 ― 3,196,848

資産計 ― 62,004,185 ― 62,004,185

短期借入金 ― 7,164,291 ― 7,164,291

未払金(※1) ― 25,621,490 ― 25,621,490

長期借入金 ― 3,196,333 ― 3,196,333

長期未払金 ― 396,874,182 ― 396,874,182

負債計 ― 432,856,297 ― 432,856,297
 

（※1）未払金には長期未払金の１年以内返済額19,444,408千円が含まれています。

 

当中間会計期間(2025年９月30日)  (単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

満期保有目的の債券     

国債・政府保証債・地方債及
び社債

― 55,013,970 ― 55,013,970

短期貸付金 ― 4,146,648 ― 4,146,648

長期貸付金 　　― 1,549,456 ― 1,549,456

資産計 ― 60,710,075 ― 60,710,075

短期借入金 ― 4,146,058 ― 4,146,058

未払金(※1) ― 21,549,466 ― 21,549,466

長期借入金 ― 1,549,178 ― 1,549,178

長期未払金 ― 387,355,156 ― 387,355,156

負債計 ― 414,599,859 ― 414,599,859
 

（※1）未払金には長期未払金の１年以内返済額19,257,732千円が含まれています。

 
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

当社の保有している国債・政府保証債・地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。市場での取引

頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しておりま

す。

 
短期貸付金

短期貸付金は無利子長期貸付金の１年以内返済額であり、時価については、無利子長期貸付金と同様の条件に

より算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要でないためレベル２の時価に分類

しております。
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長期貸付金

長期貸付金のうち無利子長期貸付金は、一体化法(大都市地域における宅地建物開発及び鉄道整備の一体的推進

に関する特別措置法)第20条、第21条により関係自治体が定めた『建設資金貸付要綱』に基づき実施された無利子

貸付を鉄道・運輸機構に対し、同条件の無利子貸付として転貸する制度融資ですが、時価算定に当たっては、国

債流通利回りに信用スプレッドを加味した利率を見積もり、その利率で将来キャッシュ・フローを割り引いた現

在価値により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要でないためレベル２の時

価に分類しております。

 

短期借入金

短期借入金は長期借入金の１年以内返済額であり、時価については、長期借入金と同様の条件により算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。

 
未払金

機構未払金以外の未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。なお、機構未払金については、長期未払金の１年以内返済額であり、時価については、機構長期

未払金と同様の条件により算定しており、レベル２に分類しております。

 
長期借入金

長期借入金については、上述の『建設資金貸付要綱』に基づき当社が借入した無利子借入金で、転貸を前提と

した制度融資ですが、時価算定に当たっては、元金について新規借入を行った場合の利率を見積もり、その利率

で元金を割り引いた現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期未払金

長期未払金は主に機構長期未払金であり、市場原理に従って契約当事者間の自由な合意のみによって成立する

ものではなく、法令の制約を受ける特殊な金銭債務です。割賦利率は国土交通大臣が定めることとなっており、

実質的に鉄道・運輸機構が調達する変動金利を当社が支払うこととなっています。また、変動金利による機構長

期未払金の将来キャッシュ・フローについては、鉄道・運輸機構より通知された直近の利率に基づき算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。

 
(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券

前事業年度(2025年３月31日)   (単位：千円)

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

― ― ―

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

52,043,663 51,642,159 △401,504

計 52,043,663 51,642,159 △401,504
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当中間会計期間(2025年９月30日)  (単位：千円)

区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額

時価が中間貸借対照表計上
額を超えるもの

― ― ―

時価が中間貸借対照表計上
額を超えないもの

55,325,050 55,013,970 △311,080

計 55,325,050 55,013,970 △311,080
 

 

(賃貸等不動産関係)

当社は、鉄道事業資産の有効利用を図るため、鉄道事業資産の一部を賃貸していますが、賃貸等不動産の総額に重

要性が乏しいため、注記を省略しています。

 

(収益認識関係)

１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

  (単位：千円)

 

鉄道事業営業収益

合計旅客運輸収入
運輸雑収
(注)

定期 定期外

顧客との契約から
生じる収益

10,800,627 12,051,093 505,248 23,356,969

その他の源泉から
生じる収益(注)

― ― 427,835 427,835

合計 10,800,627 12,051,093 933,083 23,784,805

 

(注)　「その他の源泉から生じる収益」には、「リース取引に関する会計基準」

　　　（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づく土地物件貸付料が含まれております。

 
 当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

  (単位：千円)

 

鉄道事業営業収益

合計旅客運輸収入
運輸雑収
(注)

定期 定期外

顧客との契約から
生じる収益

11,247,196 12,671,622 580,979 24,499,797

その他の源泉から
生じる収益(注)

― ― 507,092 507,092

合計 11,247,196 12,671,622 1,088,071 25,006,890

 

(注)　「その他の源泉から生じる収益」には、「リース取引に関する会計基準」

　　　（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づく土地物件貸付料が含まれております。

 
２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の「５　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間

末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す

る情報

 
（1）契約負債の残高等

  （単位：千円）

 
前事業年度

 （2025年３月31日）
当中間会計期間

 （2025年９月30日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,772,653 4,059,610

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,059,610 4,064,949

契約負債（期首残高） 3,821,017 4,019,524

契約負債（期末残高） 4,019,524 4,406,490
 

(注)　顧客との契約から生じた債権・・・未収運賃

　　　契約負債・・・前受運賃

 
前受運賃は利用開始日からの有効残存期間に応じて期間按分により収益を認識する定期券の発売時に顧客か

ら受け取った前受対価であります。前受運賃は収益の認識に伴い取り崩されます。

一部の払戻額を除き、期首現在の前受運賃は当中間会計期間に認識された収益の額に含まれております。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

当社では、残存履行義務に配分された取引価格については、履行義務が、当初に予想される契約期間が１年

以内の契約の一部であるため、記載を省略しております。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当社の事業セグメントは、鉄道事業のみの単一セグメントであり、重要性に乏しいため、記載を省略していま

す。

 

【関連情報】

１　製品及びサービスごとの情報

単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の90％を超えるため、記載を省略しています。

 

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載はありません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

項目
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

(1) １株当たり純資産額 53,677.17円 55,253.62円

  (算定上の基礎)   

純資産の部の合計額 198,623,043千円 204,456,442千円

純資産の部の合計額から控除する金額 ― ―

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中間期末(期末)の純
資産額

198,623,043千円 204,456,442千円

普通株式及び普通株式と同等の株式の発行済株式数   

普通株式 3,656,240株 3,656,240株

後配株式 44,086株 44,086株

 計 3,700,326株 3,700,326株

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通
株式及び普通株式と同等の株式の数

  

普通株式 3,656,240株 3,656,240株

後配株式 44,086株 44,086株

 計 3,700,326株 3,700,326株
 

 

項目
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

(2) １株当たり中間純利益 1,060.09円 1,576.45円

  (算定上の基礎)   

中間純利益 3,922,699千円 5,833,399千円

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中間純利益 3,922,699千円 5,833,399千円

普通株式及び普通株式と同等の株式の
期中平均株式数

  

普通株式 3,656,240株 3,656,240株

後配株式 44,086株 44,086株

 計 3,700,326株 3,700,326株
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載していません。

      　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

首都圏新都市鉄道株式会社(E04151)

半期報告書

26/30



第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

 

有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第35期)

自 2024年４月１日

至 2025年３月31日
 
2025年６月27日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

　

2025年12月11日

首都圏新都市鉄道株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

 
 

東京事務所
 

　

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中　　田　　宏　　高
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 加　　瀬　　幸　　広

 

中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる首都圏新都市鉄道株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2025年４

月１日から2025年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、首都圏新都市鉄道株式会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年

４月１日から2025年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ

て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
中間財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部

が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
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析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関

連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務

諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した

監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基

礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

     ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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